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Ⅰ．学校関係者評価の概要と実施状況 

１．学校関係者評価の目的 

 

 自己点検・自己評価結果の客観性・透明性を高めると共に、学校関係者評価委員会の設

置により継続的な連携協力体制を確保し、学校運営の更なる改善を図ることを目的とする。 

 

２．学校関係者評価の基本方針 

  

学校関係者評価は、自己点検・評価報告書を基に「専修学校における学校評価ガイドラ

イン」に則って実施することを基本方針とする。 

 

３．学校関係者評価委員会 出席者 

 

区 分 氏 名 所 属 

業界関係者 孝本 乃子 歯科小児歯科乃子医院 院長 

業界関係者 藤本 悠実 たけち歯科 勤務（実習指導者） 

卒業生 小佐々 円香 坂井歯科医院 勤務（歯科衛生士） 

※敬称略 

 

４．学校関係者評価委員会 実施日時 

  

実施日時：２０２３年５月３０日（火） １４：４０～１６：００ 

 場  所：京都文化医療専門学校 会議室 

 

５．学校関係者評価方法 

 

２０２２年度の自己点検・自己評価報告書に基づき、評価項目の結果および課題、改善 

方策について以下の視点から評価を行った。なお各評価は４段階に区分している。 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか 

②背景や課題への認識が適切かどうか 

③改善方策としての取組みが適切かどうか 

（適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１） 

 ※自己点検・自己評価についても同様に４段階評価となる。 

 

 

 



Ⅱ．学校関係者評価結果 

１．教育理念・目標 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・学校の理念・目的・育成人材像は定められているか ３ 

・学校における職業教育の特色は何か ４ 

・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか ３ 

・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが 

学生・保護者等に周知されているか 

４ 

 

・各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する 

業界のニーズに向けて方向づけられているか 

３ 

 

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 高齢化の進展、医療の高度化・専門化等の環境の変化に伴い、社会から求められる歯科

衛生士の資質を兼ね備えた人材の育成を行うことが大切である。時代の変化に対応した養

成目的や教育目標の見直しを行い、教育現場に落とし込むためのシステムの構築が重要で

あるとの認識を持っている。 

 又、歯科衛生学科（夜間部）については 2023年 3月末で学科を廃止したため、新たな職

業教育を行うための新学科設置に向けた取組みが求められている。 

歯科衛生士は、すべてのライフステージに応じた歯・口腔の健康づくりの専門職として、

歯科医療施設のみならず、地域の保健センター、保健所、保育所・幼稚園、学校、企業の

健康管理室、そして、高齢者の居宅や介護保険施設、障害者等の社会福祉施設等、様々な

施設において活躍することが期待されている。社会的なニーズを常に把握し情報を取り入

れるためのシステムや体制を構築しなければならない。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ３ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ３ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

 



（学校関係者評価委員からのご意見） 

・開校から 10年を迎え、歯科衛生士以外の養成校としての取組みについても期待している。 

・新学科の設置については、歯科と関連が深い管理栄養士は相互補完の観点からも注目し

ても良いと思う。 

・臨床現場でも管理栄養士の資格を持つ歯科助手が活躍している事例もある。 

 

 

２．学校運営 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・目的等に沿った運営方針が策定されているか ３ 

・運営方針に沿った事業計画が策定されているか ３ 

・運営方針や意思決定機能は、規則等において 

明確化されているか、有効に機能しているか 

３ 

・人事、給与に関する規定等は整備されているか ３ 

・教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか ３ 

・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか ４ 

・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか ４ 

・情報システム化等による業務の効率化が図られているか ３ 

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 学園全体の方針や方向性は、各種会議体や研修等によって全教職員に周知されている。

変化の激しい業界のニーズに応えるためには、教職員間のより密度と定時性の高いコミュ

ニケーションが求められているとの認識を持っている。 

 現在、教職員間のコミュニケーションを図るために、グループウエアを活用し教職員の

スケジュール管理やファイル共有を行い、情報の「見える化」「共有化」を図っている。ま

たオンラインミーティングソフト「ZOOM」やマイクロソフト社の「TEAMS」等を活用し、社

内会議や外部組織との打ち合わせに活用するなど、より一層業務の効率化を図っていきた

い。 

 本校では、各学年や教科担当、教務間における連携を密にし、学生の状況把握や学校運

営に係る課題や情報をスムーズに共有することで、より質の高い教育の実践を目指してい

る。 

 



（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ３ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ３ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

特筆すべきコメントはありません。 

 

３．教育活動（重点取組） 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか ３ 

・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に 

対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか 

４ 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ４ 

・キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや 

教育方法の工夫・開発などが実施されているか 

３ 

・関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、 

カリキュラムの作成・見直し等が行われているか 

３ 

・関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ、

実技・実習等）が体系的に位置づけられているか 

４ 

・授業評価の実施・評価体制はあるか ４ 

・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか ３ 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか ４ 

・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での 

体系的な位置づけはあるか 

４ 

・人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる 

要件を備えた教員を確保しているか 

４ 

・関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含む）

を確保するなどマネジメントが行われているか 

３ 

・関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の ３ 



 指導力育成など資質向上のための取組が行われているか 

・職員の能力開発のための研修等が行われているか ３ 

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

  社会からの要請との間にかい離することなく、付加価値が高く、即戦力としての人材

育成が本校の責務であると認識している。歯科衛生士として臨床の場において求められ

る資質を備えるために、臨床実習施設等と一層の連携を図りながら、充実した臨床実習

等を行うことが求められている。 

  歯科衛生士の活躍の場の多様化とチーム医療の実践を目指すために必要な資質を備え

た人材の育成のために必要な授業の実施と教育内容の充実を図っていくとともに、これ

らの教育を支えるために必要な情報等を教職員にフィードバックできる体制の構築が求

められている。 

 又、歯科衛生学科（夜間部）については 2023年 3月末をもって学科を廃止したため、学

生数が減少傾向にある中、今後は新たな職業教育の場としての学科の設置が急務である

と認識している。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ３ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ４ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

・本校の学生は歯科医師会や歯科衛生士会等の地域の取組みや行事にもっと関わっていっ

た方が良いと思う。歯の広場など地域における歯科口腔保健の現場を実際に見ることが出

来る良い機会である。 

・本校の卒業生は歯科衛生士会にあまり入会していないように感じる。歯科衛生士会への

入会を学校から促してみてはどうか。 

・学生は「入学前のイメージ」と「入学後の現実」との間にギャップを感じると退学につ

ながりやすいと思うので、このギャップを埋められるような対策をして頂きたい。 

・（臨床実習などにおいて）学生の情報を教員間において連携を密に取りながら、学生に寄

り添った教育を行ってほしい。 

 

 



４．学修成果 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・就職率の向上が図られているか ４ 

・資格取得率の向上が図られているか ４ 

・退学率の低減が図られているか ２ 

・卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか ３ 

・卒業後のキャリア形成への効果を把握し 

学校の教育活動の改善に活用されているか 

４ 

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 退学率の低減については、継続的な取組みが必要であると認識しており、入学前後のギ

ャップが退学率の上昇に結び付かないよう、入学前の丁寧な説明と入学後のフォローアッ

プが大切である。 

就職については、歯科衛生士の求人状況が活況であることから、就職希望者の就職状況

は良好であると言える。今後は、卒業生の求人・就職ニーズについても情報を取集する仕

組みを作り、歯科医療業界における歯科衛生士の求人ニーズに対応していくことが求めら

れている。  

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ３ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ３ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

・授業の中で本校の卒業生に来てもらい、講義をしてもらえるとうれしいと思う。学生が

「活躍する歯科衛生士を多く知る」ことは、学生にとって有意義であると思う。 

・各学年において数回就職指導の時間を確保するのが良いと思う。実際に実習に行かない

と自分がどの分野の歯科で働きたいか分からないので、色々見てからの方が決めやすいと

思う。 

・学生の退学、留年を低減するためにこまめな学生指導をお願いしたい。 



・「キャリアデザイン」や「歯科衛生士とキャリア形成」の授業を通じて、歯科衛生士とし

てのキャリア形成やレベルアップに必要な資格取得について学ぶ機会があれば良いと思う。 

 

 

 

 

５．学生支援 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか ４ 

・学生相談に関する体制は整備されているか ４ 

・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか ３ 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか ４ 

・課外活動に対する支援体制は整備されているか ３ 

・学生の生活環境への支援は行われているか ３ 

・保護者と適切に連携しているか ４ 

・卒業生への支援体制はあるか ３ 

・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか ３ 

・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・ 

職業教育の取組が行われているか 

３ 

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 専門実践教育訓練給付金制度については、2020 年度より適用校から外れるため、社会人

学生の入学ニーズに応えられなくなるため、再び制度適用校となるべく、環境の整備が急

務となっている。 

 ①学生生活 ②健康 ③学費 ④就職 等の分野において学生支援を行うためには教職

員間の情報共有を図り、学生に必要な支援ニーズを的確に捉え、対応していくことが求め

られる。 

また健康管理においては、新型コロナウイルス関連での行動自粛要請、経済的困窮から

精神面でのサポートを必要する学生が増加していることから「心の相談室」を設置し臨床

心理士の国家資格を有した担当者が定期的に学生等のメンタルヘルスケアに取り組んでお

り、学生等への認知向上に努めている。 

2020 年 4 月からは国の修学支援新制度の対象となっており、2022 年度は 40 名の学生が



給付奨学生及び授業料等減免の対象者として支援を受けた。修学支援新制度は日本学生支

援機構の給付奨学金制度と学校の授業料等減免制度の 2 つの制度からなっており、学生や

保護者にとって分かりにくい側面があるので、制度についていかに分かりやすく伝えてい

くのか工夫が求められる。 

専門実践教育訓練給付金制度については、2020 年度より適用校から外れたため、社会人

学生の入学ニーズに応えられなくなるため、再び制度適用校となるべく、環境整備に取組

む必要がある。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ４ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ３ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

・「心の相談室」の取組みは、学生が専門家に言いにくいことや体験した本人にしか分から

ないことを相談できるのでとても良いと思う。 

・学生に寄り添った支援をしてあげて欲しい。 

・学生の教育資金ニーズに応えられるように、必要な情報提供をタイムリーに行ってほし

い。 

・教育訓練給付金を活用できれば、社会人学生のニーズに応えることが出来ると思う。 

 

 

 

 

６．教育環境 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか ４ 

・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について 

 十分な教育体制を整備しているか 

４ 

・防災に対する体制は整備されているか ３ 

 



（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 本校では、社会の要請に応えられる歯科衛生士の育成に必要な施設と設備を充実させて

いる。今後もより一層、教育環境を充実させることにより、教育的効果の向上につなげて

いきたい。また、臨床（臨地）実習施設については、歯科衛生士の活躍の場の多様化やチ

ーム医療の実践に対応できる人材の育成に不可欠な側面であると認識し、実習施設等との

情報共有、連携を一層図り、充実していく。 

 昨年度より Microsoft 社の teams を導入し、オンライン形式においても学生と教員が双

方向に授業に参加できるようにし、教育効果が低下しないように工夫を行った。今後も引

き続きリアルとオンラインの併用によるハイブリッド形式で授業を実施できるように体制

を整えていくことが求められている。 

 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ４ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ４ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ４ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

・子育て中でコロナにかかると、家事も子育てもできずとてもしんどかった。まだまだコ

ロナへの予防対策は必要だと痛感している。 

・様々なかたちで、コロナ等の感染予防対策は講じて頂きたいと思う。 

 

 

 

７．学生の受入れ募集（重点取組） 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・学生募集活動は、適正に行われているか ４ 

・学生募集活動において、教育成果は伝えられているか ３ 

・学納金は妥当なものとなっているか ４ 

 



（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 学納金等については、学校案内やホームページ等を通じ、受験者や保護者が分かりやす

い情報提供を行うように心がけている。受験者や保護者には、奨学金や教育ローン等を含

めた学納金の情報が重要となっていることから、より分かりやすい情報提供を行うように

工夫する。 

 特に国の修学支援新制度と給付奨学金制度については、制度が複雑で分かりにくい面が

あるため、個別相談等の機会を捉えて、制度についての丁寧な説明を行うことにより、制

度対象者が入学を検討するために必要な情報を提供することが大切である。  

また、従来の来校型のオープンキャンパスや個別見学会のみならず WEB を活用したオン

ライン型オープンキャンパス・個別見学会を実施しているが、新型コロナウイルス感染症

の影響が少しずつ収束する中、オンライン型オープンキャンパスのニーズは低下しつつあ

るが、不測の事態が生じた場合にも対応できるように備えておくことが大切だと認識して

いる。 

 また、2024 年度より京都で 4 校目となる歯科衛生士養成校が設置され、本年度より学

生の募集活動が開始するため、本校の募集活動への影響を見極めながら、より一層の取組

みが必要となることが見込まれている。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ４ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ３ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ４ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

・今後ますます、他の歯科衛生士養成校との学生獲得競争が激しくなることが予想される

ので、他校との差別化をしっかりと図ることが大切だと思う。 

 

８．財務 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか ４ 

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ３ 



・財務について会計監査が適正に行われているか ４ 

・財務情報公開の体制準備はできているか ３ 

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定している。しかし、学校法人を取り巻く

環境の変化や会計の厳格化を背景として、学校法人の経営状態を社会に対してより正確に、

分かりやすくすること、そして適切な学校経営の判断に役立つものとすることが大切であ

るとの認識を持っている。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ４ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ４ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ４ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

特筆すべきコメントはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

９．法令等の遵守 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか ４ 

・個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか ４ 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ３ 

・自己評価結果を公開しているか ３ 

 



（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

本校では、専修学校設置基準、歯科衛生士学校養成所指定規則、歯科衛生士養成所指導

要領等の法令や基準等に基づき学校運営を行っている。また個人情報については、個人情

報の保護に関する法律の趣旨や目的を鑑み、個人情報の適正かつ効果的な活用等をもって、

本校を取り巻く利害関係者の安心・安全を確保することにつなげていきたいと考えている。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ４ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ４ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ４ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

・コンプライアンスの徹底に今後も努めて頂きたい。 

・SNSや WEB上における個人情報やプライバシーの保護に努めて頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．社会貢献・地域貢献 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか ３ 

・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか ２ 

・地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む） 

 の受託等を積極的に実施しているか 

３ 

 



（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

 本校は地域医療の人材を育成する教育機関であり、社会貢献や地域貢献、ボランティア

活動等の取り組みを積極的に実施すべきであると認識している。 

 学生のボランティア活動については、学生が積極的に参加できるように情報提供を行う

とともに、側面的な支援を実施したい。 

 

（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ３ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ２ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

特筆すべきコメントはありません。 

 

 

１１．国際交流 

 

（自己点検・自己評価における評価） 

 

評 価 項 目 ４段階評価 

・留学生の受入れ・派遣について戦略を持って行っているか ２ 

・留学生の受入れ・派遣、在籍管理等において 

適切な手続き等がとられているか 

 

・留学生の学修・生活指導等について学内に 

適切な体制が整備されているか 

 

・学習成果が国内外で評価される取組を行っているか  

 

（自己点検・自己評価における課題認識や改善方策） 

 

留学生の受入れを実施した場合、留学生に適切な教育環境を提供することが求められる。

また、留学生が資格取得後に引き続き国内で活躍できるような環境を確保するために、様々

な環境整備が必要となる。このような環境整備には本校のみならず、行政機関、業界団体、

地域社会、消費者等の利害関係者による検討や制度設計等が必要であると認識している。 



（学校関係者評価委員会における評価） 

 

評 価 視 点 ４段階評価 

①自己点検・自己評価結果が適切かどうか ３ 

②背景や課題への認識が適切かどうか ２ 

③改善方策としての取組みが適切かどうか ３ 

 

（学校関係者評価委員からのご意見） 

特筆すべきコメントはありません。 

 

以上 


